
 

大阪市財政局衛生委員会規程 

 

 

（設置） 

第１条  大阪市職員安全衛生管理規則第 16 条第 7 項の規定に基づき、財政局に大阪市財政局衛生

委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

 

（目的） 

第２条  委員会は財政局における衛生管理上の重要事項について調査審議し、財政局長に意見を

述べることを目的とする。 

 

（職務） 

第３条  委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。 

（１）  財政局における衛生管理上の重要事項の調査審議。 

（２）  その他衛生管理に関して必要な事項。 

 

（構成） 

第４条  委員会は、衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、財政局長が指名した委員

をもって構成する。 

２  財政局長は、前項に掲げる委員のうち委員長を除く半数については、財政局の職員の過

半数が属する職員団体（地方公務員法第 52 条第１項に規定する職員団体をいう。以下同

じ。）があるときにおいてはその職員団体、財政局の職員の過半数が属する職員団体がない

ときにおいては財政局の職員の過半数を代表する者の推薦する者をもって充てるものとす

る。 

 

（委員長） 

第５条  委員会に委員長を置き、委員の中から、財政局長が指名する。 

  ２  委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 

  ３  委員長に事故があるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。 

 

（任期） 

第６条  委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

  ２  委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期 

間とする。 

 

（運営） 

第７条  委員会は委員長が招集し、議長となる。 

２  委員会は、定例会年 1 回以上開催する。ただし、委員の定数の 5 分の 1 以上の者から調

査若しくは審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、臨時に開かなければなら

ない。 

  ３  委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の 3 日前までに通知しなければならない。 

  ４  委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

  ５  委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。 



 

  ６  委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 

 

 

（幹事） 

第８条  委員会の事務を処理するため委員会に幹事をおく。 

  ２  幹事は、別表 1 に掲げる者をもってあてる。 

  ３  幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の決定により、幹事でない者を幹事

会に出席させ、意見を述べさせることができる。 

 

（庶務） 

第９条  委員会の庶務は、財政局財務部財務課において処理する。 

 

（職場衛生委員会） 

第１０条  労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 18 条の規定に基づき、別表 2 のとおり職

場衛生委員会をおく。 

   ２  職場衛生委員会の委員は、それぞれ財務部長若しくは市税事務所長が指名するものと

し、税務部分室を含む職場衛生委員会の委員については、市税事務所長と税務部長が協

議し指名するものとする。 

なお、委員数は別表 2 に掲げる数以内とする。 

   ３  職場衛生委員会の委員長は、前項で規定する委員数を変更しようとするときは、第 8

条に定める幹事と協議のうえ、財政局衛生委員会委員長の承認を得なければならない。 

   ４  職場衛生委員会の委員長は、職場衛生委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報

告しなければならない。（様式第 1 号） 

   ５  職場衛生委員会の委員長は、職場衛生委員会の委員の指名があったときは、ただちに

その旨を委員会の委員長に報告しなければならない。（様式第 2 号） 

   ６  職場衛生委員会の委員長は、委員会で調査審議すべき重要事項が生じた場合は、ただ

ちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。（様式第 3 号） 

 

（施行の細目） 

第１１条  この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 

附  則 

 この規程は、平成20年3月19日から施行する。 

   附  則 

 この規程の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。 

   附  則 

この規程の一部改正は、平成23年4月1日から施行する。 

   附  則 

この規程の一部改正は、平成 24 年 8 月 20 日から施行する。 

附  則 

この規程の一部改正は、令和元年６月７日から施行する。 

附  則 

この規程の一部改正は、令和７年３月 24 日から施行する。 



 

 

 

 

 

別表１ 

    財政局財務部財務課担当係長 

    財政局税務部管理課担当係長 

    財政局各市税事務所管理担当係長 

    財政局の職員の過半数が属する職員団体があるときにおいてはその職員団体、財政局の職

員の過半数が属する職員団体がないときにおいては財政局の職員の過半数を代表する者の

推薦する者 

 

 

 

別表２ 

○職場衛生委員会 

委員会名 
委員数 

（以内） 

財政局本庁衛生委員会 11 

財政局各市税事務所衛生委員会（税務部分 

室を含む職場衛生委員会を含む。） 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（第 1 号様式） 

令和○年○月○日 

 

大阪市財政局衛生委員会委員長 様 

 

○○衛生委員会委員長 

（担当：○○） 

 

令和○○年度 第○回○○衛生委員会実施報告書 

 

大阪市財政局衛生委員会規程第 10 条第 4 項に基づき、次のとおり報告します。 

 

記 

 

日時  

場所  

出席委員 

 

 

欠席委員 
 

 

議  題 

 

 

要  旨 

 

 

 

 

 

 

状況報告及び 

問題点 

○衛生管理上の問題は発生していない 

 

 

 

 



 

 

（第2号様式） 

 

令和○年○月○日 

 

 

大阪市財政局衛生委員会委員長 様 

 

○○衛生委員会委員長 

（担当：○○） 

 

○○衛生委員会委員名簿 

 

大阪市財政局衛生委員会規程第10条第5項に基づき、次のとおり報告します。 

 

令和 年 月 日現在 

 氏  名 備  考 

委 員 長 

 

委   員 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 ○○担当課長 

 

○○担当係長 

 

産業医 

 

   計○名  

※は財政局の職員の過半数が属する職員団体があるときにおいてはその職員団体、財政局の職員の

過半数が属する職員団体がないときにおいては財政局の職員の過半数を代表する者の推薦する者。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（第 3 号様式） 

 

令和○年○月○日 

 

 

大阪市財政局衛生委員会委員長 様 

 

 

○○衛生委員会委員長 

（担当：○○） 

 

 

衛生管理上の重要事項報告書 

 

 

 大阪市財政局衛生委員会規程第 10 条第 6 項に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

案件名称  

内容及び 

問題点 
 

 


